
７ 配管 

７．１ 配管の原則 

  １ 公道内の給水管は、最小口径を２０ｍｍとする。 

  ２ 公道内における給水管は、原則として縦断方向には布設してはならない。 

  ３ 給水管分岐部から第１止水栓までの配管は、原則として同口径とする。 

  ４ ポリエチレン管及びビニル管等の樹脂製の管は、有機溶剤等に侵されやすいので、 

   鉱油・有機溶剤等油類が浸透するおそれがある箇所に配管しないこと。これらの箇所 

   には、金属管（ステンレス鋼管等）を使用すること。 

    ただし、やむを得ず配管する場合は、さや管等の適切な防護措置を講ずること。な 

   お、「鉱油類（ガソリン等）・有機溶剤（塗料・シンナー等）が浸透するおそれのある 

   箇所」とは、ガソリンスタンド、自動車整備工場、有機溶剤取扱事業所（倉庫）等で 

   ある。 

 

７．２ 給水管の選定 

１ 道路下等に使用する給水管 

 （１）道路下等に使用する給水管 

    配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部から、当該分岐部に最も

近い止水栓までの給水管（取り出し部）及びメーターまでの給水管については、

その口径に応じて次の材料を使用しなければならない。（給水条例第８条第１ 

項） 

     ① 20ｍｍ、25 ｍｍ、40ｍｍの給水管  

      管種:水道用ポリエチレン二層管（規格：JIS K 6762） 

      継手:【冷間】水道用ポリエチレン管金属継手（耐震性能強化型） 

     ② 50ｍｍ、75ｍｍの給水管 

      管種:水道配水用ポリエチレン管（規格：JWWA K 144） 

        継手:【融着】水道配水用ポリエチレン管継手（規格：JWWA K 145） 

     ③ 100ｍｍ以上の給水管 

      管種:水道用ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管（規格：JWWA G 120） 

        継手:水道用ＧＸ形ダクタイル鋳鉄異形管（規格：JWWA G 121） 

２ 宅地内に使用する給水管 

  宅地内（屋内含む。以下同じ。）に使用する給水管は、硬質塩化ビニル管、鋳鉄管 

 のほか「給水管の種類及び特徴」（表Ⅱ-７-１）にする。 
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７．３ 配管口径等配管上の注意 

  １ 配管口径 

   （１）給水管の口径は、分岐口径と同等又はそれ以下でなければならない。 

            なお、給水管の口径を一旦減径した場合、原則としてその下流側では再度増径 

          することはできない。 

     （２）道路下で使用する給水管の最小口径は２０ｍｍとする。 

  ２ ２階等に配管する場合の止水栓の設置 

        給水管を２階又は地階に配管する場合は、その途中の容易に操作できる箇所に、 

   止水栓を設置する。 

  ３ その他配管上の注意 

   （１）鋳鉄管の配管で、勾配をつけて配管する必要がある場合は、受口を上り勾配に 

     向けて施工する。 

   （２）管の切断 

     ① 異形管は切断してはならない。 

     ② 管の切断は、管軸に対して直角に行う。 

   （３）クロスコネクション等を防止するため、給水管と他の管との交差は極力避け 

     る。 

 （４）給水管は、下水、トイレ、汚水タンク等から遠ざけて配管する。 

 

７．４ 給水管の埋設深 

１ 一般事項 

    給水管を地中に埋設する場合は、自動車等の走行による荷重や衝撃、道路管理者が       

 行う道路改修工事等による影響を防止するため、障害物があるなど技術上やむを得 

 ない場合を除き、表Ⅱ-７-２に定める深さを保つように配管する。 

 

表Ⅱ-７-２ 給水管の埋設深さ 

埋設場所 深さ(ｍ) 備考 

車道 路盤＋0.3  当該値が0.6ｍを満たない場合は、0.6ｍ以下にしないこと。 

 また、国、県道においては、別途協議とする。 

歩道 路盤＋0.3 

 当該値が0.5ｍを満たない場合は、0.5ｍ以下にしないこと。 

 また、将来的に切下げが考えられる場合は、道路高さを基準

とする。国、県道においては、別途協議とする 

宅地内 0.45以上   50ｍｍ以上は、0.75ｍ以上。 
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図Ⅱ-７-１ 給水管の埋設深 

 

７．５ 給水管の占用位置 

    道路は一般交通の用に供することを前提とした施設であるが、その下に水道管を 

   はじめ下水管、農業用水管、ガス管、電気ケーブル、電話ケーブル等種々の公共的施 

   設が埋設されている。 

    道路を縦断して給水管の埋設する場合は、他の埋設物への影響及び占用離隔に注 

   意、道路管理者が許可した占用位置に配管する。 

 

７．６ 給水管の明示 

    道路を掘削する各種工事に伴い、各企業の施設の損傷やこれに関連して発生する  

   事故等を防止するため、道路法施行令（昭和４６年政令第２０号）、同施行規則（昭 

   和４６年建設省令第６号）、建設省道路局通達（昭和４６年建設省道政第５９号、同   

   ６９号）「地下に埋設する電線等の表示に用いるビニルテープ等の地色について」及 

   び「地下に埋設する水管の表示に用いるビニルテープ等の地色について」により、道 

   路内の埋設物を管理者別、埋設年次別に明示することになっている。これに基づき、 

   給水装置工事においても、次のとおり明示する。 

       なお、施工方法については、「第Ⅲ章 ７ 給水管の明示」を参照すること。 

 

   １ 明示テープ 

    道路内に布設する口径５０ｍｍ以上の給水管には、名称、管理者、埋設年度を表示  

    した明示テープを設置する。 

  ２ 明示シート 

    道路内に給水管を埋設する際は、埋設後の他工事において掘削機械による埋設物 
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      の破損事故を防止するため、指定された仕様の明示シートを指定された位置に設置 

      する。 

   ３ 水道用識別マーカー 

     配水管からサドル付分水栓等を用いて給水管を分岐する際、または分譲地開発等  

      で道路に水道管を布設する際、その分岐位置または管末位置が後日不明となるおそ 

      れがあるため、分岐部または管末部に水道用識別マーカーを設置する。 
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